
 

 

教職員の処分について 

 

教職員の処分を次のとおり行いました。 本件につきましては、関係者並びに

市民の皆様にご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。 

 

１ 「教職員のわいせつ行為」に係る処分 

項  目 内     容 

処分を受けた教職員 市立小学校 教諭 （２２歳） 

事 案 の 概 要 

当該教諭は、令和３年５月４日午前０時２０分頃、愛知県

江南市で３０代女性に声を掛け、近くの公園にてわいせつな

行為をした。 

令和３年８月２５日、愛知県江南署にわいせつ目的誘拐及

び強制わいせつの疑いで逮捕され、令和３年９月１４日に名

古屋地方検察庁一宮支部が不起訴処分とした。 

処 分 の 内 容 停職６月 

処 分 年 月 日 令和３年１０月２０日  

※ 当該教職員は、同日付けで退職しました。 

 

２ 上記事案に係る処分(管理監督責任) 

項  目 内     容 

処分を受けた教職員 

及 び 処 分 の 内 容 
市立小学校 校長 口頭訓告 

処 分 年 月 日 令和３年１０月２０日  

  

 

 

令和３年１０月２０日 

相模原市発表資料  

問合せ先  

教職員人事課  

電話  042-769-8279 


